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第9章 地域包括ケアに係る取組及びその他の留意事項 

高齢者が住み慣れた地域でできる限り自立した生活を送り続けられるよう、本町では、介

護保険所管課が地域包括支援センターと連携し、高齢者や高齢者を抱えた家族等の生活を支

援しています。 

　地域包括支援センターでは、医療・介護・保健等の他職種の連携による相談支援体制を強

化し、地域ケア会議の開催や生活支援体制整備事業、その他、地域包括ケアに係る様々な施

策について、地域の関係者と連携しながら取り組んでいます。 

生活習慣病の改善により将来に向け、健康寿命の延伸が図れるよう、本計画では国保及び

後期高齢者の課題について、一体的実施の観点を踏まえながら分析を行い、対象者に対する

保健事業について、介護保険や健康増進所管課と連携しながら取り組んでいきます。 

 

第10章 第 4 期 特定健康診査等実施計画 

1 計画の背景・趣旨 

（1） 計画策定の背景・趣旨 

生活習慣病の発症や重症化予防により、国民の健康保持及び医療費適正化を達成すること

を目的に、保険者においては平成 20 年度より「高齢者の医療の確保に関する法律」（昭和

57 年法律第 80 号）に基づき、特定健康診査（以下「特定健診」という。）及び特定保健指

導の実施が義務付けられてきました。 

本町においても、同法律に基づき作成された特定健康診査等基本方針を元に、実施計画を

策定し、特定健診の受診率及び特定保健指導の実施率の向上に取組んできたところです。 

近年、全世代型社会保障の構築に向け、生活習慣病の発症や重症化予防の重要性は一層高

まっており、より効率的かつ効果的な特定健診及び特定保健指導の実施が求められていま

す。令和 5年 3月に発表された「特定健康診査等実施計画作成の手引き（第 4版）」「特定

健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き（第 4版）」では、成果を重視した特

定保健指導の評価体系の見直し、特定保健指導の成果等の見える化の推進などの新たな方向

性が示され、成果（アウトカム）に着目したより効率的かつ効果的な事業運営が求められる

こととなりました。 

本計画は、第 3期計画期間（平成 30年度から令和 5年度）が終了することから、国の方

針の見直しの内容を踏まえ、本町の現状を考慮した事業の運営を図ることを目的に策定する

ものです。 

 

（2） 特定健診・特定保健指導を巡る国の動向 

① エビデンスに基づく効率的かつ効果的な特定健診・特定保健指導の推進 

わが国においては、厳しい財政状況の中、より効率的かつ効果的な財政運営が必要とされ

ており、国を挙げてエビデンスに基づく政策運営が進められています。 

特定健診及び特定保健指導に関しても、第 3期中に、大規模実証事業や特定保健指導のモ

デル実施の効果検証を通じたエビデンスの構築、並びにエビデンスに基づく効果的な特定健

診及び特定保健指導が推進されてきたところです。 


